
（アウトプット指標による目標）

（アウトカム指標による目標）

事業番号 202

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート（経済産業省）

対策の柱立て（大区分） Ⅱ．成長による富の創出

担当部局 中小企業庁事業環境部

対策の柱立て（中区分） ２．中小企業・小規模事業者・農林水産業対策

対策の柱立て（小区分①） （１）中小企業・小規模事業者等への支援

担当課 金融課

対策の柱立て（小区分②） ②経営改善・事業再生支援、資金繰り支援

対策における施策の名称 中小企業再生支援協議会の機能強化、認定支援機関による経営改善計画策定支援等

（事業名） 認定支援機関による経営改善計画策定支援 新規/既存 ■新規　　　□既存

平成24年度補正予算額 ４０５億円
一般会計/特別会計

（特会の場合には名称も記
載）

　　　　一般会計

事業の内容
（予算については、
予算の使途及び

予算を交付等する対象者
を明記）

条件変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が、国の認定を受けた外部専門家（認定支援
機関）の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定支援に要する費用について、総額の２／３（上
限２００万円）まで補助

実施方法 　□直接実施　　　□委託・請負　　　　■補助金　　　　□負担金　　　　□交付金　　　　□貸付金　　　　□その他（　　　）

アウトプット指標（進捗指標）

アウトカム指標（効果指標）

事業の進捗状況

予算の執行状況

（進捗実績、
今後のスケジュール）

執行早期化のために
講じている工夫

・補正予算成立後、早急に事業を立ち上げ、3月8日より申請受付を開始した。
・本事業の運用に関する一層の理解の促進及び事業の活用促進のため、「認定支援機関等向けマニュアル・ＦＡＱ」を、5月10日に
以下WEBに追加掲載した。

事業に関するURL
（事業実施場所、補助先等）

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0308KaizenKeikaku.html

○25年2月時点で基金へ405億円交付決定
○基金から補助対象先への交付決定額

○条件変更、新規融資が必要となる中小企業の経営改善の支援
→指標：経営改善計画策定件数　２万件（計画達成の目標時期　平成２６年３月末）

全国の経営改善支援センター（中小企業再生支援協議会に新設）
にて申請受付中（3月8日に支援センター設置）

・これまでに相談・問い合わせは1,220件、利用申請は48件。
　（3月8日～5月17日）。
・本制度の利用促進のため、①認定支援機関等向けの
　マニュアル及びＱ＆Ａの整備、②相談・申請受付窓口の
　拡充（中小機構の１０地域本部等に新規設置）、③形式的
　なチェックで迅速な処理が可能となるよう事務処理迅速化
　のための各支援センター向けＱ＆Ａの整備等の制度改善
　を実施し、金融機関等に対して制度利用を働きかけている
　ところ。
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